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第
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第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
果
実
の
需
要
の
動
向
に
即
応
し
て
計
画
的
に
果
樹
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
措
置
及
び
こ
れ
に
関
連
し
て
合
理
的
な
果
樹
園
経
営
の
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
の
措
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
併
せ
て
果
実
の
生
産

及
び
出
荷
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
並
び
に
果
実
の
流
通
及
び
加
工
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
果
樹
農
業
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章
　
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
等

（
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
）

第
二
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
果
樹
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
（
以
下
「
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
に
は
、
主
要
な
種
類
の
果
樹
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
果
樹
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
果
樹
農
業
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
果
実
の
需
要
の
長
期
見
通
し
に
即
し
た
栽
培
面
積
そ
の
他
果
実
の
生
産
の
目
標

三
　
栽
培
に
適
す
る
自
然
的
条
件
に
関
す
る
基
準

四
　
近
代
的
な
果
樹
園
経
営
の
基
本
的
指
標

五
　
果
実
の
流
通
及
び
加
工
の
合
理
化
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
の
変
更
）

第
二
条
の
二
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
果
実
の
需
給
事
情
、
農
業
事
情
そ
の
他
の
経
済
事
情
の
変
動
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
の
果
樹
農
業
振
興
計
画
）

第
二
条
の
三
　
都
道
府
県
知
事
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
に
即
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
果
樹
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
果
樹
農
業
振
興
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
果
樹
農
業
振
興
計
画
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
主
要
な
種
類
の
果
樹
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
栽
培
面
積
そ
の
他
果
実
の
生
産
の
目
標

二
　
そ
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
条
件
に
応
ず
る
近
代
的
な
果
樹
園
経
営
の
指
標

３
　
果
樹
農
業
振
興
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
果
樹
農
業
の
振
興
に
関
す
る
方
針

二
　
土
地
改
良
そ
の
他
生
産
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
事
項

三
　
果
実
の
集
荷
、
貯
蔵
又
は
販
売
の
共
同
化
そ
の
他
果
実
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

四
　
果
実
の
加
工
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
主
要
な
種
類
の
果
樹
の
う
ち
に
、
そ
の
果
実
に
つ
き
、
生
産
の
安
定
的
な
拡
大
又
は
合
理
化
を
図
り
及
び
流
通
の
合
理
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
た
め
に
は
広
域
の

濃
密
生
産
団
地
を
計
画
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
果
樹
農
業
振
興
計
画
に
お
い
て
、
当
該
種
類
の
果
樹
に
つ
い
て
の
そ
の
広
域
の
濃
密
生
産
団
地
の
形
成
に
関
す
る
方
針
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
方
針
に
即
し
て
同
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
果
樹
農
業
振
興
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
果
樹
農
業
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
果
樹
農
業
振
興
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
変
更
）

第
二
条
の
四
　
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
果
樹
園
経
営
計
画

（
果
樹
園
経
営
計
画
）

第
三
条
　
第
二
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
が
あ
つ
た
果
樹
農
業
振
興
計
画
に
係
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
果
樹
を
栽
培
し
て
い
る
か
、
又
は
栽
培
し
よ
う
と
す
る
農
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
果
樹

園
経
営
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
そ
の
果
樹
園
経
営
計
画
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
認
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
果
樹
園
経
営
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
業
経
営
の
現
状

二
　
農
業
経
営
の
改
善
目
標

三
　
前
号
の
改
善
目
標
を
達
成
す
る
た
め
採
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
計
画

四
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

（
都
道
府
県
知
事
の
認
定
）

第
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
い
旨
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
果
樹
園
経
営
計
画
に
係
る
事
項
が
次
の
各
号
の
要
件
の
す
べ
て
を
み
た
す
と
き
は
、
当
該
果
樹
園
経
営
計
画
が
適
当
で
あ

る
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
二
項
第
二
号
の
改
善
目
標
が
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
二
項
第
三
号
の
措
置
に
関
す
る
計
画
が
合
理
的
な
果
樹
園
経
営
の
基
盤
の
確
立
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
果
樹
園
経
営
計
画
が
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
内
容
に
照
ら
し
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
果
樹
園
経
営
計
画
に
係
る
事
項
の
達
成
さ
れ
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

（
資
金
の
貸
付
け
）

第
四
条
の
二
　
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
は
、
果
樹
園
経
営
計
画
に
つ
き
前
条
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五

十
七
号
）
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
果
樹
園
経
営
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
果
実
の
生
産
及
び
出
荷
の
安
定
に
関
す
る
措
置

（
生
産
出
荷
安
定
指
針
）

第
四
条
の
三
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
果
実
（
そ
の
需
給
が
著
し
く
均
衡
を
失
し
、
又
は
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
一
年
を
超
え
る
相
当
の
期
間
を
必
要
と
す
る
と
見
込
ま
れ
る
果
樹
の
果
実

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
か
つ
、
そ
の
需
要
の
動
向
及
び
生
産
の
状
況
か
ら
み
て
需
給
が
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
と
見
込
ま
れ
る
年
に
つ
い
て
、
特
定
果
実
の
生
産
又
は
出
荷
を
行
う
者
及

び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
特
定
果
実
生
産
者
等
」
と
い
う
。
）
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
法
人
並
び
に
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷
を
図
る
た
め
の

指
針
（
以
下
「
生
産
出
荷
安
定
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
生
産
出
荷
安
定
指
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
内
容
は
、
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
の
内
容
に
即
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
と
す
る
期
間

二
　
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷
の
目
標

三
　
前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
生
産
出
荷
安
定
指
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
生
産
出
荷
安
定
指
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
規
定
は
、
生
産
出
荷
安
定
指
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
人
の
指
定
及
び
業
務
）

第
四
条
の
四
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
当
該
業
務
を
全
国
的

に
実
施
す
る
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷
の
促
進
並
び
に
特
定
果
実
に
係
る
果
実
製
品
（
果
実
を
加
工
し
又
は
こ
れ
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
製
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
管
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

二
　
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷
を
促
進
す
る
こ
と
、
果
実
製
品
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
果
実
を
安
定
的
に
供
給
す
る
生
産
者
に
対
し
当
該
果
実
の
価
格
が
著
し
く
低

落
し
た
場
合
に
生
産
者
補
給
金
を
交
付
す
る
こ
と
そ
の
他
果
実
の
生
産
及
び
出
荷
の
安
定
に
関
す
る
業
務
を
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
も
の
（
以
下
「
都
道
府
県
法
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援

助
を
行
う
こ
と
。

三
　
果
実
及
び
果
実
製
品
の
需
要
の
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
。

四
　
そ
の
他
果
実
の
生
産
及
び
出
荷
の
安
定
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
。

（
業
務
実
施
規
程
の
承
認
）

第
四
条
の
五
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
対
象
と
す
る
特
定
果
実
の
種
類
、
実
施
時
期
、
実
施
方
法
そ
の
他
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
実
施
規
程
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
業
務
実
施
規
程
が
生
産
出
荷
安
定
指
針
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
事
業
計
画
の
承
認
等
）

第
四
条
の
六
　
指
定
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
速
や
か
に
）
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
事
業
計
画
及
び
収

支
予
算
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
指
定
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
第
四
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
等
）

第
四
条
の
七
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
法
人
が
第
四
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
）

第
四
条
の
八
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
生
産
出
荷
安
定
指
針
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
果
実
生
産
者
等
に
よ
る
特
定
果
実
の
生
産
又
は
出
荷
が
、
指
定
法
人
が

行
う
第
四
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
都
道
府
県
法
人
が
行
う
特
定
果
実
の
安
定
的
な
生
産
及
び
出
荷
の
促
進
に
関
す
る
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
果
実
生
産
者

等
に
対
し
、
当
該
業
務
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
産
の
果
実
等
に
関
す
る
措
置
）

第
五
条
　
政
府
は
、
外
国
産
の
果
実
又
は
果
実
製
品
の
輸
入
に
よ
つ
て
国
内
産
の
特
定
果
実
又
は
特
定
果
実
に
係
る
果
実
製
品
の
価
格
が
著
し
く
低
落
し
又
は
低
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
特
定
果
実
の
生
産
又
は
出
荷
に

重
大
な
支
障
を
与
え
又
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
果
実
又
は
特
定
果
実
に
係
る
果
実
製
品
に
つ
き
、
第
四
条
の
三
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
に
よ
つ
て
は
そ
の
事
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
産
の
果
実
又
は
果
実
製
品
の
輸
入
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
等
当
該
事
態
を
克
服
す
る
た
め
相
当
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
果
実
等
の
生
産
等
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
）

第
六
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
果
樹
農
業
の
健
全
な
発
展
並
び
に
果
実
の
流
通
及
び
加
工
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
果
実
及
び
果
実
製
品
の
生
産
、
集
荷
、
貯
蔵
、
販
売
等
の
状
況
を
調
査
し
、
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
情
報
を
提

供
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
援
助
措
置
）

第
七
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
前
条
に
規
定
す
る
措
置
の
ほ
か
、
果
樹
園
経
営
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
助
言
及
び
指
導
、
優
良
苗
木
の
供
給
の
円
滑
化
の
た
め
の
援
助
、
指
定
法
人
及
び
都
道
府
県
法
人
の
業

務
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
そ
の
他
果
樹
農
業
の
振
興
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
等
と
果
樹
農
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
）

第
七
条
の
二
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
果
樹
農
業
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
国
に
あ
つ
て
は
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
、
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
果
樹
農
業
振
興
計
画
に
即
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
費
の
拡
大
及
び
輸
出
の
振
興
）

第
七
条
の
三
　
国
は
、
果
樹
農
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
た
め
、
果
実
及
び
果
実
製
品
の
消
費
の
拡
大
及
び
輸
出
の
振
興
に
関
し
必
要
な
施
策
を
積
極
的
に
行
な
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
果
実
又
は
果
実
製
品
の
生
産
、
集
荷
、
貯
蔵
又
は
販
売
の
事
業
を
行
な
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
法
人
か
ら
、
こ
れ

ら
の
事
業
に
係
る
業
務
に
関
し
て
、
必
要
な
報
告
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章
　
罰
則

第
十
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
一
日
法
律
第
一
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
三
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
法
律
第
一
〇
四
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
さ
れ
た
果
樹
園
経
営
計
画
の
認
定
の
請
求
及
び
当
該
請
求
に
係
る
認
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
果
樹
園
経
営
計
画
の
認
定
の

請
求
及
び
当
該
請
求
に
係
る
認
定
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
第
三
条
第
一
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
に
係
る
果
樹
園
経
営
計
画
に
つ
い
て
し
た
認
定
は
、
改
正
後

の
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
定
と
み
な
す
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
法
律
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
六
日
法
律
第
二
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
二
〇
日
法
律
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
九
日
法
律
第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日
法
律
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
法
律
第
五
〇
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
五
日
法
律
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
十
一
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

5


